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「マイナポータル」の「ぴったりサービス」で保育施設の利用申込みのオンライン申請

ができるようになりました。パソコン又はスマートフォンからご利用いただけます。  

 

１．オンライン申請の対象手続き   

①  保育施設等の利用申込  
   

②  教育・保育給付認定の申請  

（ぴったりサービスのメニューでは「支給認定の申請」を選択してください。）  
  

③  保育施設等の現況届（注  保育施設等の在園児が対象です。）  
 

【対象手続きの詳細】  
 

施設等  
①保育施設等の  

利用申込※注  

②教育・保育  

給付認定の申請  

③保育施設等の  

現況届  

保育所  対象  対象  対象  

認定こども園（保育所的利用）  対象  対象  対象  

認定こども園（幼稚園的利用）  対象外  対象   

小規模保育事業  対象  対象  対象  

事業所内保育事業   対象  対象  

幼稚園  対象外  対象   

認可外保育施設（企業主導型保育  

事業）  
対象外  対象  対象  

認可外保育施設（企業主導型保育  

事業以外）  
対象外    

※注  ①「保育施設等の利用申込」の申請画面から②「教育・保育給付認定の申請」を同  

時に行えます。  

なお、利用申込をする施設等のうち、ひとつでも市外に所在する施設がある場合は、 

オンライン申請の対象外となります。  

 

２．〈令和６年度  利用申込み〉オンライン申請の受付開始日時  

令和５年１０月２３日（月）午前０時  
 

３．申請期限   

（１）  年度当初（４月１日）入所申込：  令和５年１１月２日（木）  

（２）  年度途中の入所申込：入所希望月の２か月前の末日  

※  最終日の２３時５９分までに申請データの送信が完了している必要があります。   

※  原本の提出が必要な書類は、申請期限までにこども課窓口に持参（開庁日・時間にご

注意ください。）又は郵送（必着）でご提出ください。  
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４．オンライン申請を利用するために必要なもの  ※電子署名が必要です。  

□  マイナンバーカード  

次のいずれか  

□  パソコン＋ IC カードリーダライタ   

□  マイナポータルアプリがインストールされているスマートフォン  
 

５．申請の手順   

（１）  マイナポータル（https://myna.go.jp/）へログインする。  

（２）  サービス一覧から「手続の検索・電子申請」を選択する。   

（３） 市区町村を選択で「東金市」、検索条件を設定（カテゴリ）で「子育て」にチェッ

クを入れ、「この条件で検索」を選択する。   

（４）  検索結果一覧から「保育施設等の利用申込」を選択する。   
 

６．必要書類   

保育施設等の利用申込及び教育・保育給付認定の申請のための必要書類及び提出方法

は、次の表のとおりです。  

必要書類の詳細は、とうがね保育ガイド『すてっぷ』をご覧ください。  

（https://www.city.togane.chiba.jp/0000008744.html）⇒  

（１）保育の利用を必要とする証明書  

保育を必要とする  

事由  
必要書類  

オンライン

提出  

原本  

提出  

就労  就労証明書（自営業の場合、添

付書類を含む。）  
必要  必要  

妊娠又は出産  診断書又は母子健康手帳の写し

（出産予定日の分かるもの）  
必要   

保護者の  

疾病又は障がい  

診断書  
必要  必要  

障害者手帳の写し  必要   

同居親族の  

介護又は看護  

介護・看護・付添状況申告書  必要  必要  

障害者手帳又は介護保険被保険

者証の写し  
必要   

災害の復旧  り災証明書等  
必要  必要  

求職活動又は  

起業準備  

求職活動申告書  
必要  必要  

就学  在学証明書、学生証、時間割等

スケジュールの分かるもの  
必要  必要  

虐待又はDV 状況に応じ、資料の提示をお願

いする場合があります。  
必要  必要  

 

https://www.city.togane.chiba.jp/0000008744.html）⇒
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（２）該当する場合のみ必要となる書類  

状況  必要書類  
オンライン

提出  

原本  

提出  

ひとり親世帯  戸籍全部事項証明  必要  必要  

単身赴任世帯  単身赴任がわかる書類  

〈例〉住民票の写し・賃貸

借契約書等  

必要   

当該年の１月１日に東金

市に住民登録がない方  

前年度及び当該年度の所得  

と市町村民税の課税（非課  

税）が確認できる証明書  

<例>所得課税証明書等  

必要  必要  

東金市内の保育所、認定

こども園、小規模保育、

認可外保育施設（企業主

導型を含む）において保

育士又は保育教諭として

就労（予定）の方  

保育士証の写し  

 

必要   

 

７．注意事項  

（１）  不足書類や申請内容に不備等がある場合は、こども課から補正の連絡をいたしま

す。補正期限は、申請期限と同一です。  

不足書類の提出方法は、こども課窓口に持参又は郵送となります。  

（２）   オンライン申請後に申請内容の変更を希望する場合は、こども課窓口でお手続き

が必要です。  
 

８．その他  

申込の結果は、ご自宅に郵送します。  

□  年度当初（４月１日）入所申込：１２月上旬頃  

□  年度途中の入所申込：入所希望月の前月中旬頃  

※  マイナポータルへの通知（プッシュ型通知）には対応していません。   

 

 

                                    

 

【お問い合わせ】  

 〒283-8511  

東金市東岩崎１番地１  

東金市市民福祉部こども課入園係  

電話  0475-50-1203 

（平日 8:30-17:15） 

 


